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別表１

防災行政無線屋外放送設備使用フロー

【】内は実施者

屋外放送設備の運用開始

１ 使用許可申請手順

（１）【町内自治会等】区役所地域づくり支援課へ事前相談する。

（５）【町内自治会等】

①様式第１号受領・保管

②鍵の受領・管理

使用が可能の場合

（２）【区役所地域づくり支援課】

施設管理者または防災対策課に使用することが可能か不可能かを確認し、

結果を町内自治会等に伝える。

（３）【町内自治会等】

①改めて、施設管理者へ連絡し、使用についてお願いし、了解を得る。

②鍵の管理者を決める。

③様式第１号を区役所地域づくり支援課へ提出する。

（４）【区役所地域づくり支援課】

①町内自治会等へ様式第１号の写しとともに鍵を渡す。

②該当するマニュアルを町内自治会等に渡し、必要に応じて放送設備の使用

方法や注意事項を指導する。
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【】内は実施者

２ 放送手順

３ 鍵の管理者の変更手順

４ 放送許可廃止手順

訓練等の平時放送を行う場合

（１）【町内自治会等】

①放送の２週間前までに様式第２号を区役所地域

づくり支援課へ提出する。

②周辺住民に放送を行う旨周知する。

③マニュアルに従って放送する。

④放送内容を変更する、または放送日を延期する

場合は、その都度様式第２号を区役所地域づくり

支援課へ提出する。

（１）【町内自治会等】

区役所地域づくり支援課へ様式第４号及び鍵を

提出・返却する。

（１）【町内自治会等】

様式第３号を区役所地域づくり支援課へ提出する。

（２－１）【町内自治会等】

①マニュアルに従って放送する。

②放送後、速やかに様式第２号を

区役所地域づくり支援課へ提出す

る。

緊急放送を行う場合


